
奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
七
号

平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
三
日
執
行
の
平
群
町
長
選
挙
に
お
け
る
当
選
の
効
力
に
関
す
る
審
査
の
申

立
に
対
し
、
次
の
と
お
り
裁
決
し
た
。

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
八
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

白

井

皓

喜

裁

決

書

奈
良
県
生
駒
郡
平
群
町
椿
台
三
丁
目
二
番
一
六
号

審
査
申
立
人
総
代

中

村

艶

子

奈
良
県
生
駒
郡
平
群
町
緑
ヶ
丘
六
丁
目
一
四
番
二
五
号

審
査
申
立
人

喜

多

和

子

奈
良
県
生
駒
郡
平
群
町
緑
ヶ
丘
三
丁
目
一
三
番
五
号

同

小

西

義

髙

奈
良
県
生
駒
郡
平
群
町
椣
原
七
四
〇
番
地
一

同

東

野


千
男

奈
良
県
生
駒
郡
平
群
町
緑
ヶ
丘
三
丁
目
一
三
番
五
号

同

小

西

ヒ
サ
コ

奈
良
県
生
駒
郡
平
群
町
初
香
台
三
丁
目
四
番
一
六
号

同

渡

瀬

良

子

奈
良
県
生
駒
郡
平
群
町
椿
台
三
丁
目
一
一
番
七
号

同

中

村

巻
一
朗



大
阪
市
中
央
区
高
麗
橋
四
丁
目
二
番
一
六
号

大
阪
朝
日
生
命
館
四
階

本
町
法
律
事
務
所

審
査
申
立
人
総
代
代
理
人

弁
護
士

北

林

博

同

同

玉

城

辰

夫

右
審
査
申
立
人
（
以
下
「
申
立
人
」
と
い
う
。
）
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
八
日
付
け
を
も
っ

て
提
起
さ
れ
た
同
年
一
月
二
十
三
日
執
行
の
平
群
町
長
選
挙
（
以
下
「
本
件
選
挙
」
と
い
う
。
）
に
お

け
る
当
選
の
効
力
に
関
す
る
審
査
の
申
立
て
に
つ
い
て
、
当
委
員
会
は
次
の
と
お
り
裁
決
す
る
。

主

文

本
件
審
査
の
申
立
て
を
棄
却
す
る
。

審
査
の
申
立
て
の
要
旨

本
件
選
挙
に
つ
い
て
、
申
立
人
が
平
成
二
十
三
年
二
月
七
日
付
け
で
平
群
町
選
挙
管
理
委
員
会
（
以

下
「
町
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
当
選
の
効
力
に
関
す
る
異
議
の
申
出
を
し
た
と
こ
ろ
、
町
委

員
会
は
、
同
年
三
月
十
日
付
け
で
異
議
の
申
出
を
棄
却
す
る
旨
の
決
定
を
し
た
。

申
立
人
は
、
こ
の
決
定
を
不
服
と
し
て
、
当
委
員
会
に
対
し
、
こ
の
決
定
を
取
り
消
し
、
当
選
人
の

決
定
を
無
効
と
す
る
旨
の
裁
決
を
求
め
て
審
査
の
申
立
て
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
理
由
と
す
る
と
こ
ろ
を
要
約
す
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

票
差
が
二
十
八
票
と
僅
差
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
町
民
に
公
開
し
て
数
え
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

二

有
効
票
を
収
め
た
箱
数
に
つ
い
て
、
中
筋
候
補
が
六
箱
で
、
岩
﨑
候
補
が
五
箱
で
あ
っ
た
の
に
、

中
筋
候
補
が
敗
北
し
た
た
め
、
勝
敗
が
入
れ
替
わ
っ
た
感
じ
が
す
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
選
挙
立
会
人
へ
の
説
明
が
な
か
っ
た
。

三

投
票
総
数
が
一
万
強
で
あ
る
の
に
開
票
開
始
か
ら
一
時
間
三
十
分
近
く
の
時
間
が
費
や
さ
れ
て
、

各
候
補
五
千
票
と
い
っ
た
発
表
が
な
さ
れ
た
の
は
不
自
然
で
あ
る
。

四

疑
問
票
の
判
定
に
三
十
分
近
く
か
か
っ
た
の
も
不
自
然
で
あ
る
。
ま
た
、
費
や
さ
れ
た
時
間
の

説
明
も
な
さ
れ
な
か
っ
た
。

五

選
挙
長
と
選
挙
立
会
人
等
が
選
挙
事
務
作
業
者
と
水
平
な
位
置
関
係
に
あ
り
、
十
分
な
作
業
管

理
が
で
き
る
状
況
で
は
な
か
っ
た
。
選
挙
の
公
平
、
公
正
性
に
対
す
る
認
識
や
配
慮
の
姿
勢
に
問

題
が
あ
っ
た
。

六

選
挙
立
会
人
が
、
開
票
作
業
を
終
え
た
投
票
用
紙
の
束
に
つ
い
て
、
枚
数
の
確
認
、
他
の
候
補

者
の
票
の
混
入
等
が
な
い
か
順
次
確
認
点
検
で
き
る
状
況
が
設
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。



裁

決

の

理

由

当
委
員
会
は
、
本
件
審
査
の
申
立
て
を
適
法
な
も
の
と
認
め
、
こ
れ
を
受
理
し
、
町
委
員
会
か
ら
弁

明
書
を
徴
し
、
申
立
人
か
ら
は
反
論
書
を
徴
し
、
ま
た
、
職
権
に
よ
り
町
委
員
会
に
対
し
事
実
確
認
を

行
い
、
慎
重
に
審
理
を
行
っ
た
。

当
選
の
効
力
に
関
す
る
争
訟
に
お
い
て
は
、
選
挙
そ
の
も
の
は
有
効
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
前
提
と
し
、

「
当
選
人
の
決
定
に
違
法
の
事
由
が
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
当
選
人
を
決
定
し
た
選
挙
会
の
構
成
に

違
法
が
あ
る
こ
と
、
決
定
手
続
に
違
法
が
あ
る
こ
と
、
決
定
内
容

た
と
え
ば
投
票
の
有
効
無
効
の
判

－

定
、
各
候
補
者
の
有
効
得
票
数
の
算
定
、
当
選
人
と
な
り
う
る
資
格
の
有
無
の
認
定

に
違
法
が
あ
る

－

こ
と
」
（
昭
和
三
十
年
九
月
二
十
九
日
大
阪
高
等
裁
判
所
判
決
・
選
挙
関
係
実
例
判
例
集
［
第
十
六
次

改
訂
版
］
一
五
五
九
頁
参
照
）
を
主
張
し
て
争
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

本
件
に
お
い
て
は
、
申
立
人
は
開
票
の
管
理
に
問
題
が
あ
っ
た
と
し
て
、
選
挙
の
自
由
公
正
の
原
則

が
著
し
く
阻
害
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
選
挙
の
結
果
に
異
動
を
及
ぼ
す
虞
が
あ
る
旨
を
申
し
立
て
て
い
る

こ
と
か
ら
、
選
挙
の
無
効
を
主
張
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
申
立
人
の
主
張
は
、
当
選
人

の
決
定
に
違
法
が
あ
る
と
す
る
理
由
と
は
な
ら
な
い
。

一
方
、
公
職
選
挙
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
百
九
条
に
お
い
て
、
当
選
の
効
力
に
関
す
る

審
査
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
選
挙
が
法
第
二
百
五
条
第
一
項
の
場
合
に
該
当
す
る

と
き
、
す
な
わ
ち
、
選
挙
が
選
挙
の
規
定
に
違
反
し
て
行
わ
れ
、
か
つ
選
挙
の
結
果
に
異
動
を
及
ぼ
す

虞
が
あ
る
場
合
、
選
挙
管
理
委
員
会
は
そ
の
選
挙
の
全
部
又
は
一
部
の
無
効
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
委
員
会
は
、
申
立
人
の
主
張
に
つ
い
て
、
本
件
選
挙
が
無
効
と

さ
れ
る
場
合
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
も
判
断
す
る
。

一

申
立
理
由
（
一
）
に
つ
い
て

単
に
候
補
者
の
得
票
数
の
差
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
選
挙
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
に
は
当

た
ら
ず
、
選
挙
が
無
効
と
な
る
理
由
に
は
該
当
し
な
い
。

二

申
立
理
由
（
二
）
に
つ
い
て

有
効
票
は
開
票
作
業
開
始
後
は
カ
ゴ
を
用
い
て
順
次
運
ば
れ
て
お
り
、
二
回
目
の
計
数
機
で
票

数
を
数
え
た
後
に
申
立
人
の
言
う
箱
（
投
票
箱
の
蓋
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
に
使
用

し
た
箱
数
は
一
時
的
に
中
筋
弘
候
補
（
以
下
「
中
筋
候
補
」
と
い
う
。
）
が
六
箱
で
岩
﨑
万
勉
候

補
（
以
下
「
岩
﨑
候
補
」
と
い
う
。
）
が
五
箱
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
中
筋
候
補
に

つ
い
て
は
千
票
を
収
め
た
箱
が
五
箱
と
、
千
票
に
満
た
な
い
端
数
を
収
め
た
箱
が
一
箱
の
合
計
六

箱
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
岩
﨑
候
補
に
つ
い
て
は
千
票
を
収
め
た
箱
が
四
箱
と
、
千
票
及
び
千
票



に
満
た
な
い
端
数
を
一
緒
に
収
め
た
箱
が
一
箱
の
合
計
五
箱
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
箱
数
は
票
数

を
直
接
示
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
な
お
、
選
挙
立
会
人
に
票
の
確
認
を
求
め
る
際
に
、

岩
﨑
候
補
の
票
を
収
め
た
箱
の
う
ち
、
千
票
及
び
千
票
に
満
た
な
い
端
数
を
一
緒
に
収
め
た
箱
か

ら
、
千
票
に
満
た
な
い
端
数
を
取
り
出
し
て
別
の
箱
に
収
め
て
お
り
、
こ
の
段
階
で
は
両
候
補
と

も
千
票
を
収
め
た
箱
が
五
箱
と
、
千
票
に
満
た
な
い
端
数
を
収
め
た
箱
が
一
箱
の
合
計
六
箱
と
な

っ
た
。
こ
の
取
り
扱
い
は
、
選
挙
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
に
は
当
た
ら
ず
、
選
挙
が
無
効
と
な

る
理
由
に
は
該
当
し
な
い
。

三

申
立
理
由
（
三
）
に
つ
い
て

当
初
か
ら
開
票
所
要
時
間
は
一
時
間
三
十
分
を
予
定
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
実
際
の
所
要
時
間
は

一
時
間
四
十
六
分
と
な
り
、
当
初
予
定
よ
り
も
十
六
分
長
く
要
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
中
間
発
表
に

関
し
て
も
、
当
初
の
開
票
終
了
予
定
時
刻
の
午
後
十
時
三
十
分
時
点
で
行
わ
れ
て
お
り
、
開
票
率

九
十
二
・
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
中
筋
候
補
が
五
千
票
、
岩
﨑
候
補
が
五
千
票
と
い
う
発
表
が
な
さ

れ
た
が
、
開
票
結
果
か
ら
み
て
も
不
自
然
な
票
数
で
は
な
く
、
こ
の
こ
と
は
選
挙
の
規
定
に
違
反

す
る
こ
と
に
は
当
た
ら
ず
、
選
挙
が
無
効
と
な
る
理
由
に
は
該
当
し
な
い
。

四

申
立
理
由
（
四
）
に
つ
い
て

一
定
数
存
在
し
た
疑
問
票
の
票
数
に
対
し
て
、
判
定
作
業
に
必
要
以
上
に
時
間
を
要
し
た
か
ど

う
か
は
一
概
に
言
え
な
い
が
、
疑
問
票
の
判
定
は
票
ご
と
に
選
挙
立
会
人
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら

行
わ
れ
て
お
り
、
判
定
作
業
に
時
間
を
要
し
た
と
し
て
も
、
ま
た
、
費
や
さ
れ
た
時
間
に
つ
い
て

参
観
人
等
に
説
明
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
選
挙
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
に
は
当
た
ら
ず
、
選
挙

が
無
効
と
な
る
理
由
に
は
該
当
し
な
い
。

五

申
立
理
由
（
五
）
に
つ
い
て

選
挙
長
と
選
挙
立
会
人
は
開
票
所
と
な
っ
た
平
群
町
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
サ
ブ
ア
リ
ー
ナ

内
の
開
票
作
業
を
行
っ
て
い
た
フ
ロ
ア
と
同
一
の
フ
ロ
ア
に
存
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
。
こ
の

点
、
申
立
人
は
あ
た
か
も
選
挙
長
と
選
挙
立
会
人
は
開
票
所
全
体
を
俯
瞰
す
る
位
置
に
存
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
か
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
要
件
は
求
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
開

票
所
の
設
営
に
関
し
て
は
通
常
要
す
べ
き
一
定
の
注
意
を
も
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る

た
め
、
こ
の
こ
と
は
選
挙
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
に
は
当
た
ら
ず
、
選
挙
が
無
効
と
な
る
理
由

に
は
該
当
し
な
い
。

六

申
立
理
由
（
六
）
に
つ
い
て

有
効
投
票
及
び
無
効
投
票
に
つ
い
て
は
、
全
て
選
挙
立
会
人
に
対
す
る
提
示
確
認
が
な
さ
れ
た
。



な
お
、
有
効
投
票
に
つ
い
て
は
、
五
十
票
ご
と
に
結
束
し
た
千
票
の
投
票
用
紙
を
収
め
た
箱
が
順

次
提
示
さ
れ
た
が
、
選
挙
立
会
人
が
こ
の
結
束
さ
れ
た
票
の
全
て
に
つ
い
て
同
一
の
候
補
者
を
記

載
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
投
票
用
紙
が
選
挙
立
会
人
の
確
認
し

得
る
状
態
で
提
示
さ
れ
て
い
る
以
上
、
選
挙
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
に
は
当
た
ら
ず
、
選
挙
が

無
効
と
な
る
理
由
に
は
該
当
し
な
い
。

以
上
の
と
お
り
、
申
立
人
の
主
張
は
、
本
件
選
挙
に
お
い
て
選
挙
を
無
効
と
す
る
事
由
に
も
該
当
せ

ず
、
申
立
人
の
異
議
の
申
出
を
棄
却
し
た
町
委
員
会
の
決
定
に
誤
り
は
な
い
。

よ
っ
て
、
当
委
員
会
は
主
文
の
と
お
り
裁
決
す
る
。

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
二
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

白

井

皓

喜

委

員

中

川

清

孝

委

員

山

本

保

幸

委

員

秋

吉

美
由
紀
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